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令和８年度手話講習会（基礎）実施要領 

 

１ 目  的 （１）ボランティアの育成 

        （２）市民への手話及び手話で日常会話を行うのに必要な表現技術の習得 

        （３）聴覚障害者に対する理解の普及 

 

２ 主  催  戸田市手話通訳者派遣事務所 

 

３ 協  力  戸田市聴力障害者協会、戸田市手話通訳問題研究会 

 

４ 対 象 者  次の条件をすべて満たす者 

         （１）手話講習会（入門）の修了者 

         （２）戸田市に在住、在勤、在学のいずれかの者 

            （講座開催期間中に市外に転居した場合は受講を許可する） 

（３）高校生以上の者(ただし、高校生は保護者の了解を得ること) 

         （４）原則として全日程に出席できる者 

         ※以前講習会を受講した者でも、再受講の希望があれば、受講申し込み

を許可する。また、定員に満たない時は、戸田市聴力障害者協会また

は戸田市手話通訳問題研究会より推薦された者も受講申し込みを許

可する。 

ただし、定員を超える場合は、初めて受講される者を優先とする。 

 

５ 定  員  ２０名 

 

６ 会  場  戸田市立心身障害者福祉センター ３階 集会室 

 

７ 日  程  令和８年６月１０日 ～ 令和９年２月１７日 毎週水曜日 

         午後１時 ～ 午後３時 

 

８ 内  容  手話講習会 全３３回（手話学習３１回、特別講演２回） 

         ※詳細は別紙、日程表のとおり 

 

９ 修 了 証  次の条件をすべて満たす者に修了証を交付する。 

（１）手話講習会の８０％以上（全３３回のうち２７回以上）に出席した

者 

    なお、３０分以内の遅刻を３回した場合、１回の欠席とみなし、

３１分以上の遅刻、早退は欠席扱いとする。 
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（２）特別講演のすべてに出席し、レポートを提出した者 

            ただし、やむを得ない理由で特別講演を欠席する場合は録画ビデ

オを視聴することで代替できるものとする。 

 

10 申込方法   ４月１日（水） ～ ５月２２日（金）午後５時までに戸田市手話通訳

者派遣事務所へ参加申込書を持参、郵送またはＦＡＸにて提出する。また

は、以下の申込みフォームより申し込みをする。 

 

［https://forms.gle/2FGtM9njPvzNgEdw6］ 

 

 

11 受 講 料  受講料は無料とする。 

ただし、テキスト代（４，２９０円 税込（内訳：テキスト３，３００円、

講義用テキスト：９９０円））は受講者負担とする。 

※令和７年度手話講習会（入門）を受講された方は同一テキストを使用す

るため、不要 

※自宅学習等において講義で使用した映像を視聴するためには「社会福祉

法人全国手話研修センター 手話動画視聴サイト」に登録（無料）し、

映像視聴料（１，７６０円、１年間視聴可能）が発生します。こちらの

登録作業及び支払いについては受講者ご自身で行っていただきます。な

お、講座の効果を高めるために映像視聴サイトへの登録を推奨いたしま

すが、強制ではありません。 

 

 

1２ 問 合 せ  戸田市手話通訳者派遣事務所 

〒３３５－００１５ 

          戸田市川岸２－４－８ 

         電 話：４４５－１８２８ 

         ＦＡＸ：４４１－５０３１ 

https://forms.gle/2FGtM9njPvzNgEdw6

